
【表紙】
 本日はご多忙の中、20年度会社説明会にご参加いただき、ありがとうございます。
 まず初めに、みずほ銀行における一連のシステム障害ならびにみずほ証券のシステム

障害で、お客さま、投資家のみなさまに大変なご迷惑をおかけしたことを心より深くお詫
び申し上げます。

 みずほ銀行のシステム障害については、真因究明・改善対応をしっかりと深掘りし、「特
別調査委員会」による評価・提言等も踏まえたうえで、然るべきタイミングで改めてご報告
をさせていただきたいと考えております。

 続いて、プレゼンテーション資料に沿って、説明させていただきます。
 3ページをご覧下さい。







【スライド3】 ＜決算総括＞
 20年度決算の総括についてご説明します。
 連結業務純益＋ETF関係損益等は、7,997億円と前年度比+1,271億円増加しました。中

間期までの順調な進捗を踏まえた修正後の年度計画7,100億円を超過達成し、5ヵ年計
画で当初想定していた21年度での7,000億円についても、1年前倒し、超過して達成致し
ました。

 株式等関係損益は、着実な政策株の売却を進めたことに加え、上期に計上した一部銘
柄の減損金額の減少は、株価回復のみならず、様々な手法を用いて個別に手当てを済
ませております。なお、株価上昇に伴い含み損を抱えているベアファンドについては、持
ち値の改善を行いました。

 親会社株主純利益は、4,710億円と前年度比+224億円の増加となりました。
 コロナ禍の不透明な事業環境下、年金制度の改定や退職給付信託資産の返還に伴う特

別利益の計上があったとはいえ、フォワード・ルッキングな引当を計上しつつも、顧客・市
場部門共に着実に収益機会を捕捉することで業務純益をしっかりと伸ばすことができた
堅調な決算であったと評価しております。



21/5/31 14時53分

【スライド4】 ＜決算ハイライト①＞
 ここから3枚のスライドで20年度決算のハイライトを説明致します。
 連結業務純益+ETF関係損益等

連結業務純益の内訳は、7,997億円と前年度比+1,271億円増加しております。過年度決
算との比較では、15年度のマイナス金利導入前の水準を上回り、16年度にカンパニー制
を導入して以降の最高益を更新しました。

 顧客部門：
米ドル金利を始めとした海外の政策金利の大幅な引下げにより預金収支等が減少する
なかで、コロナ禍における取引先の資金繰り支援や海外を中心としたスプレッド改善によ
る貸出金収支の増加に加え、活況だった社債発行市場を着実に収益に結実させており
ます。

 市場部門：
＜バンキング＞
外債を中心にキャリー益を積み上げ、収益の質も向上しております。
＜S&T＞
米国を中心に、コロナ禍のボラティリティ上昇局面における顧客フローを捕捉しました。一
方、3月末に米国でトレード損失(ボトムラインベースで100億円程度)を計上しております。
ポジションは既に解消済であり、同様の取引がないことを確認しております。

 2番目：貸出金・スプレッド
国内：貸出金平残は、コロナ禍の資金繰り支援もあり、20年度下期は、19年度下期対比
4.3兆円増加となりました。 貸出スプレッドは、大企業向けが改善致しました。中堅中小企
業向けにおいても、長期の資金提供の伸びもあり、20年度上期対比で+2bpの改善してお
ります。これは、09年度下期以来となっております。

 海外：貸出金平残は、資本市場調達へのシフトが鮮明であった米州を始めとして、全地
域ともに非日系を中心に減少し、20年度上期対比△228億ドルとなっております。

 貸出スプレッドは、従来からのターゲット先の見直し等、スプレッド改善の取組みが奏功
し、上期比+10bpと改善基調が継続しております。
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【スライド5】 ＜決算ハイライト②＞
 3番目：非金利収支（顧客部門）

RBC：長期・分散・継続を訴求した個人運用ビジネスが堅調だったほか、コロナ影響に伴
う企業活動の停滞から苦戦していた法人ソリューションも下期に回復し、4,080億円（+270
億円）の増収となっております。
CIC：コロナ禍における資金支援に伴う貸出関連のソリューション収益計上もあり、2,930
億円（+180億円）の増収となりました。
GCC：欧米を中心に貸出関連収益ならびに資本市場案件の獲得増から、2,470億円
（+220億円）の増収となりました。

 4番目：経費（除く臨時処理分等）
業績連動報酬（前年比+260億円）や国内外の勘定系システムの償却負担（同+110億円）
といった注力分野への投資に伴う経費増加を、構造改革の着実な進展で打ち返し、前年
度比での削減を実現しております。

 5番目：みずほ証券
米国拠点を単純合算したベースの経常利益は、1,579億円と過去最高益。単体、内外合
算ベース共に、証券業界第2位の実績となりました。リテール、CIB、市場部門ともに極め
て好調な結果となりました。

 6番目：外貨ファンディング
外貨顧客預金は、貸出金の減少も踏まえ高コスト預金のコントロールを進めた結果、残
高は減少するも、外貨貸出に占める預金の割合は目線としている70 ％以上の水準を維
持しております。
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【スライド6】 ＜決算ハイライト③＞
 7番目：与信関係費用

与信関係費用は合計で△2,049億円：内訳は国内（RBC+CIC）で約8割、海外（GCC）で約
2割となりました。コロナ影響の長期化を踏まえ、フォワード・ルッキング対応分として723 
億円を追加計上しております。21年度以降の与信リスクを前倒しし、20年度を与信関係
費用のピークにすべく財務運営を実施しております。

 8番目：政策保有株式
削減実績は△2,521億円、22/3末までの削減目標△3,000億円対比、84%の進捗となって
おります。先ずは、削減目標を達成の上、その後も売却を継続していきたいと考えており
ます。減損を除いた売却のみの実績は△2,194億円（同73%）。売却のみで△3,000億円削
減するようしっかりと対応してまいります。

































































【スライド38】 ＜2021年度運営方針＞
 ここからは、21年度の運営方針を説明致します。
 まず、コロナ影響が長期化する中、社会的使命を担う金融機関として、改めて安定的な

業務運営と金融仲介機能を発揮することが重要であると認識しております。
 それと共に、ウィズコロナ・アフターコロナにおける経済・社会構造変化に加えて、グロー

バルなサステナビリティ重視の潮流も捉えた上で、顧客・市場とのパートナーシップを構
築してまいります。

 そのためにも、全役職員のコミュニケーションを従来以上に活性化させ、次世代金融に
向けた構造改革をさらに着実に推進してまいります。



【スライド39】 ＜経済見通し＞
 21年度の経済見通しについて説明致します。
 メインシナリオでございますが、日本では、ワクチン接種の遅れや緊急事態宣言の延長

による経済下押し要因から、GDPのコロナ前、即ち19年10-12月期の水準への回復は、
22年1-3月期以降と考えております。

 サブシナリオでございますが、日本では、コロナ再拡大防止策が奏功せず、変異株が蔓
延する結果、21年後半に緊急事態宣言が複数回発動されることを想定しております。経
済の回復は、一層緩やかなペースを見込んでおります。



【スライド40】 ＜連結業務純益＞
 5ヵ年計画を発表した際、計画当初3年は安定収益を固定費の削減を軸にしっかりと伸ば

し、後半2年は、私共の戦略が粗利という形でも、より具現化することで成長を加速し、連
結業務純益を21年度7,000億円程度、23年度に9,000億円程度にもっていくと説明致しま
した。

 20年度は、この当初計画を1年前倒しで超過する事となりました。特に20年度の安定収
益は、昨年11月に示した修正後の計画3,090億円との比較でも、これを大きく超える3,700
億円となりました。

 21年度の計画は4,040億円と、当初計画策定時に公表致しました4,200億円を下回ってお
りますが、計画策定時に一つの目線として考えてきた、マイナス金利政策導入前の安定
収益水準である3,800億円を21年度には超過するという目処がたっております。また、こ
れに加え、当初計画では織り込んでいなかった米金利引下げ等を打ち返していることを
勘案すれば、貸出収益の改善や構造改革の深化等、着実に安定収益が強化できつつあ
ると考えております。

 一方、21年度のアップサイド収益は、活況な市場環境における収益機会をしっかりと捕
捉できた20年度対比では相応に減益を見込んでおりますが、当初計画水準は大きく上
回る計画となっております。

 バンキング収益は、安定的なキャリー益に軸足を置く運営を継続し、当初計画水準を上
回る収益を着実に上げることで安定した収益源としても見れるようにしていきたいと考え
ております。

 以上、収益のポートフォリオミックスとしてみれば、安定収益基盤が着実に強化されてお
り、これに加えてアップサイドの収益ポテンシャルを追求していける基盤が整いつつある
という手応えを感じております。



【スライド41】 ＜経費＞
 経費については、好調な業績に支えられた業績連動報酬や戦略投資等の経費増加要

因がある一方、経費構造への着実な対応を継続し、20年度を下回る水準に抑制したいと
考えております。

 なお今年度は、今次システム障害を踏まえ、安定的な業務運営のため、臨時費用分も含
め、十分な余裕をもって約80億円の業務基盤強化枠を設定しております。



【スライド42】 ＜与信関係費用＞
 20年3月末より実施している裁量的なフォワード・ルッキング引当対応について、仮にこ

れを実施しなかった実際の発生ベースでみると、コロナ長期化により、与信関係費用は、
19年度が約913億円、20年度1,737億円、21年度は1,900億円と高止まりすることになって
おります。

 一方、20年度の財務運営としては、21年度以降に見込まれる与信リスクをフォワード・
ルッキングに最大限取り込み、費用計上しております。この結果、与信関係費用は、20
年度にピークアウトする計画としております。

 財務上の引当は行っておりますが、国内を中心にコロナ禍の厳しい事業環境は当面継
続するとみており、引き続きプロアクティブな与信管理を徹底し、新規の与信コスト発生を
防遏してまいりたいと考えております。



【スライド43】 ＜保有株式＞
 右側：財務構造改革の一環として、20年度に特に注力した退職給付信託中の株式削減

についてご説明致します。
 みずほの退職給付バランスシートは、CET1資本控除となる積立超過を抱えており、

CET1比率（新規制）への影響は、△0.6%程度とかなり大きな影響となっております。
 退職給付信託資産の返還を通じて積立超過を適正化していく取組みを始めております。

政策株削減に向けた交渉に加え、別途、退職給付信託中の株式についても、最大限売
却させていただくよう取組んでおります。

 20年度は退職給付信託中の株式について約1,800億円を売却を実施しております。20年
度実績は、CET1比率（新規制）で+0.1%程度の改善、今後の改善余地は+0.2～0.3%程度
とみております。



【スライド44】 ＜業績予想＞
 ここまでのご説明を踏まえまして、親会社株主純利益は5,100億円と、前年度比+8%の増

益を計画しております。





【スライド46】 ＜CET1比率の状況と今後の見通し＞
 CET1比率（新規制、除くその他有価証券評価差額金）でございますが、21/3末は9.1%で

ございます。中計開始前の8.2%との対比では+0.9%と着実に改善し、目指す水準である9%
台前半のレンジに到達致しました。改善幅の+0.9%の内訳は記載の通りですが、「利益蓄
積・RWAコントロール」+0.5%の内訳について追加的にご説明致します。利益蓄積が+0.6%
となり、RWA削減取組みが同じく+0.6%でございます。これに対しまして、貸出等の増加で
△0.4%、コロナ対応に伴う影響として△0.3%がございまして、結果として＋0.5%となってお
ります。

 今後も、安定的な収益基盤の強化、RWAコントロールを継続してまいります。先ほど39
ページでご説明致しました経済見通しのサブシナリオを前提とした与信関係費用、ならび
に株式等関係損益と業務純益の下振れリスクを勘案したサブケースにおきましても、目
指す水準である9%台前半を維持するように運営致します。



【スライド47】 ＜資本政策に関する基本方針の改定＞
 CET1比率が9%台前半のレンジに到達したこと、ならびに、資本や収益水準の今後の見

通し等も踏まえ、引き続きストレス下における資本の十分性や、一定の資本活用余力を
維持しながら、自己資本充実、成長投資、株主還元強化の最適なバランスを実現する資
本活用フェーズへと転換すべく、資本政策に関する基本方針を改定致しました。



【スライド48】 ＜株主還元方針の改定＞
 この様なフェーズ転換を踏まえ、株主還元方針も改定致しました。
 配当は、累進性を明示すると共に、予見可能性を担保するため、安定的な収益基盤の

成長に基づき、配当性向40%を一つの目安とすることと致します。与信関係費用等の一
過性要因による配当のブレは抑制致します。

 自己株式取得は、配当のように継続的に実施するものではなく、あくまでも業績と資本の
状況、株価水準、成長投資の機会等を勘案しながら、実施の可否を決定致します。

 21年度は、コロナが長期化し、緊急事態宣言の延長など、引き続き不透明な事業環境が
残存していることを踏まえ、現時点では、配当予想を75円で据え置かせていただいており
ます。

 一方で、今期の配当予想は足下の不透明な環境を踏まえ、21年度の親会社株主純利益
予想5,100億円の達成蓋然性を見極めたうえで、適宜見直してまいります。



【スライド49】 ＜サステナビリティを軸とするビジネスの推進＞
 続いて、21年度のビジネス戦略について説明致します。
 〈みずほ〉は、5ヵ年経営計画において、サステナビリティを戦略の真正面に捉え、単にダ

イベストメントの対象として考えるのではなく、エンゲージメントを通じたビジネス機会の創
出とリスク管理高度化に取組んでおります。

 これにより、内外の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄、環境保全に貢献することで
SDGｓの達成に貢献してまいります。



【スライド50】 ＜エンゲージメントを通じたビジネス創出とリスク管理強化＞
 ここでは、エンゲージメントを通じたビジネス創出とリスク管理の強化についてご説明させ

ていただきます。〈みずほ〉は、環境を戦略の中核に据え、単なるダイベストモデルではな
く、エンゲージメントを通じトランジションを促すエンゲージメントモデルを追求しておりま
す。エンゲージメントに取組む中で、金融・非金融両面でのソリューション提供も含め、
〈みずほ〉にとってのビジネス機会も創出してまいります。

 炭素関連セクターにおける高リスク領域のエクスポージャー1.8兆円については、今般開
示させていただいております。今後、エンゲージメントを通じまして、取引先における移行
リスク対応の進展や、より低リスクな領域への事業構造転換を支援してまいります。



【スライド51】 ＜カンパニー別戦略：これまでの振り返り＞
 5ヵ年計画で掲げた戦略は1年目から順調に進捗しております。
 コロナという未曽有の事業環境変化が生じた2年目におきましても、戦略をさらに加速さ

せ、当初計画を上回る成果に結実したものと考えております。
 21年度のさらなる飛躍に向けまして、あるいは持続的な成長に向けまして、顧客ニーズ

の一層の深掘りと構造課題への対応をしてまいります。



【スライド52】 ＜2021年度カンパニー戦略＞
 RBCについてご説明します。BKの営業店の再編により、人材育成を含め専門性を強化し

てまいります。様々なお客さまニーズに対応できる体制とし、強みであるグループ連携で
応えてまいりたいと考えております。個人は、エリア運営を通じたグループ一体でのコン
サルティングを高度化してまいります。法人はきめ細かなセグメンテーションを行い、オー
ナー企業の方々も、中堅企業、中小企業、あるいは個人事業主といったセグメントに応じ
た体制とすると共に、イノベーション企業や在日外資系企業などに対する専門部署を設
置致しました。非対面領域は、金融サービスの利便性向上と既存プロダクツの収益化が
課題と認識しております。

 CICは、C-Suiteアプローチの高度化に加え、BK/SCの営業体制を5つのインダストリー・
グループに再編致しました。提案力強化を通じ、コロナ後の産業構造とSXを踏まえた取
引先の事業構造転換を強力にサポートしてまいります。

 GCCは、G300戦略を絶えずアップデートし、取引重層化と顧客層の選択的拡大により、
資本市場ビジネスを深掘りしてまいります。トラバンは将来の金利上昇と商流回復も見
据えながら、コロナを契機に生じた取引先の商流・資金流変化を捕捉してまいります。こ
れにより足元すぐに収益は上がらないにしても収益基盤を強化してまいります。

 GMCについてご説明します。バンキングでは含み益と実現益のバランスに留意するMTM
損益重視の運営を継続します。S&Tは、各地域でワンヘッドが統括する銀・証横断のOne 
responsibility体制を確立し、顧客ニーズにOne Stopで対応することで、収益機会を着実
に捕捉してまいります。

 AMCは、資産形成や長期投資といった様々なニーズを的確に捉えた商品戦略による収
益力を強化してまいります。













【スライド58】 ＜サステナビリティ推進を支える経営基盤＞
 ここからは経営基盤の改革への取組み状況をご説明します。
 まず、サステナビリティ推進を支える基盤強化です。グローバルなサステナビリティ重視

の潮流を踏まえ、気候変動への対応強化の観点から、環境方針を改定します。パリ協定
の支持を明確化致しました。あわせて、バリューチェーン即ち、投融資に加え、サプライ
ヤーも含めた環境･社会への対応も強化致します。



【スライド59】 ＜〈みずほ〉の持続的成長に向けた社員との関わり方＞
 〈みずほ〉の成長には、他社に打ち勝つ高い専門性を備えた社員の成長が不可欠です。

一人ひとりが、「熱意と専門性」を発揮することで、社内外からの信頼獲得、ひいては各
自の成長実感やさらなるやりがいに結実させてまいります。

 あわせて、得られた成果に対しては、しっかりと処遇で報いたいと考えております。ダイ
バーシティインクルージョン促進の観点から、30%クラブジャパンに近々加盟予定でござ
います。



【スライド60】 ＜カンパニー戦略に呼応した事務体制の高度化＞
 銀信証横断での市場オペレーション部署の集約は、20年度に完了致しました。
 営業店為替業務の見直しですが、、営業店は受付業務に特化し業務の軽量化をはかる

と共に、バックオフィスに事務集約を行い、機能強化や効率化等のメリットを追求してまい
ります。外国為替業務は、20年度に全店集約完了しており、預金為替業務は、累計180
店舗まで進捗しており、23年度までに完了の予定でございます。



【スライド61】 ＜非金融分野における強みの融合＞
 非金融分野における強みの融合についてご説明します。みずほリサーチ＆テクノロジー

ズ（RT）を対顧カンパニーの戦略にしっかりとアラインさせ、取引先が抱える様々なニー
ズに対し、金融・非金融のサービスを組み合わせることで付加価値を創出してまいります。

 特に、RTが有するDX・SX分野におけるノウハウ・実績・経験値は、非金融分野における
非常に有用なエッジとなるということを確信しております。

【最後に】
 21年度は、経済・社会にとって、また金融機関にとってもコロナ対応の正念場であると共

に、アフターコロナに向けて、いよいよ大きく構造変化を遂げていくべき重要な年になると
考えております。〈みずほ〉にとっても5ヵ年計画の3年目となり、これまでの取組みを着実
に深化させ、さらに持続的な成長へと繋げていく非常に重要な年でございます。

 グループ役職員一同、力を合わせて邁進する所存でございますので、引き続きご理解と
ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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